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Ⅰ 点検結果の概況 

１ 租税特別措置等に係る政策評価の枠組み 

 (1) 租税特別措置等（特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行うものに限る。）に係る政策評価の枠組みは、以

下のとおりとされている（図表1参照）。 

     ア 事前評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、事前評価を行わなけ

ればならないとされている（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第9条並びに行政機関が行う

政策の評価に関する法律施行令（平成13年政令第323号）第3条第7号及び第8号）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等の新設、拡充又は延長要望については、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努

めるものとされている（「政策評価に関する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定。以下「基本方針」という。）Ⅰ－4－

キ）。 

 

     イ 事後評価 

① 法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る政策については、必ず基本計画（同法第6条の規定に基

づき各行政機関が定める基本計画をいう。）に事後評価の対象として明記することとされている（基本方針Ⅰ－5－カ）。 

② その他の税目関係の租税特別措置等に係る政策については、積極的かつ自主的に事後評価の対象とするよう努めるもの

とされている（基本方針Ⅰ－5－カ）。 

 

 (2) 租税特別措置等に係る政策評価を円滑かつ効率的に実施するため、その内容、手順等の標準的な指針を示す「租税特別措置

等に係る政策評価の実施に関するガイドライン」（平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承。以下「ガイドライン」とい

う。）が策定された。 

   各行政機関は、ガイドラインに基づき、所要の租税特別措置等に係る政策評価を実施し、各行政機関における検討作業や政

府における税制改正作業に有用な情報を提供することが求められる。 

    また、ガイドラインⅡ－6（総務省による客観性担保評価活動）においては、「総務省行政評価局は、各行政機関が実施した

政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施する。点検結果については、毎年度の税制改正作

業に対し、適時に提供する」とされている。 
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図表1 租税特別措置等に係る政策評価の対象範囲 

 

 

２ 租税特別措置等に係る政策評価の点検実施状況 

 (1) 点検の対象 

平成28年度の税制改正要望に際し、27年9月29日までに総務大臣に送付された租税特別措置等（租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）又は地方税法（昭和25年法律第226号）以外の法律により規定されるものを含む。）に係る評価書（共同要望で主管

省庁ではない事項に係る事前評価書を除く。）は、12行政機関で計105件あり、これらを点検の対象とした（図表2参照）。 
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図表2 点検実施件数 

行政機関名 

事前評価 
事後 

評価 
合計 

新設 拡充 延長 
拡充・ 

延長等 
計 

内閣府 4 1 3 0 8 0 8 

国家公安委員会・警察庁 1 0 0 0 1 0 1 

金融庁 1 2 1 1 5 4 9 

復興庁 0 0 2 0 2 0 2 

総務省 0 0 1 1 2 0 2 

文部科学省 1 0 0 0 1 0 1 

厚生労働省 4 0 4 0 8 4 12 

農林水産省 0 1 1 0 2 14 16 

経済産業省 4 1 12 5 22 9 31 

国土交通省 0 3 2 0 5 13 18 

環境省 0 0 1 0 1 3 4 

防衛省 1 0 0 0 1 0 1 

合 計 16 8 27 7 58 47 105 

（注） 「拡充・延長等」の区分は、1件の評価書において拡充及び延長要望等が含まれているものである。 

 

このうち、義務付け対象となっている法人税、法人住民税又は法人事業税関係の租税特別措置等に係る評価書は 83 件、義務

付け対象外となっている評価書は 22 件であった（図表 3参照）。 
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図表3 点検実施件数（義務付け対象又は対象外の別） 

行政機関名 

事前評価 事後評価 合計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

義務付け

対象 

義務付け

対象外 
計 

内閣府 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

国家公安委員会・警察庁 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

金融庁 4 1 5 4 0 4 8 1 9 

復興庁 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

総務省 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

文部科学省 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

厚生労働省 7 1 8 4 0 4 11 1 12 

農林水産省 2 0 2 14 0 14 16 0 16 

経済産業省 10 12 22 6 3 9 16 15 31 

国土交通省 4 1 5 10 3 13 14 4 18 

環境省 1 0 1 3 0 3 4 0 4 

防衛省 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

合 計 42 16 58 41 6 47 83 22 105 
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 (2) 点検の観点 

平成27年度は、ガイドラインにおいて評価書に記載が求められている項目の中から、政策目的に向けた手段としての「有効

性」に重点を置いて点検項目（図表4参照）を設定した。 

点検は、租税特別措置等の要否を判断するものではなく、「有効性」について、分析・説明の内容が一定水準に達しているか

の観点から実施し、一定水準に達しておらず、分析・説明の内容が不十分な項目について課題を指摘した。また、平成27年度

は、評価書の質の向上を図るため、効果・達成目標の実現状況について、算定根拠が明らかにされているかを点検の観点に追

加した。 

 

 (3) 点検過程 

評価書上では明らかにされていない情報や事実関係が不明確な点については、平成27年9月16日までに各行政機関から示され

た補足説明を踏まえて点検を行った。 

また、当該補足説明の内容については、税制改正作業への有用な情報提供、国民への説明責任の向上のため、「点検過程で新

たに示された補足説明」として点検結果に添付した。 

 

 (4) 点検結果 

評価書105件の点検結果は、図表5のとおりである。評価書105件のうち、当初から分析・説明の内容が一定水準に達した評価

書は12件（11.4％）、各行政機関からの補足説明を踏まえた結果、分析・説明の内容が一定水準に達した評価書は20件（19.0％）

であった。また、分析・説明の内容が一定水準に達した評価書の割合の推移は、平成25年度14.1％、26年度16.1％、27年度19.0％

と年々高くなってきており、租税特別措置等に係る政策評価の回数を重ねるにつれて、評価書に記載される内容は充実してい

る（平成27年度から、共同要望に係る事前評価のうち、共管省庁のものを点検の対象外としたため、他年度も同評価を除いた

割合を記載している。）。 

それぞれの点検項目に着目すると、各行政機関からの補足説明を踏まえてもなお分析・説明に不十分な点が残るものは、「達

成目標」44件、「適用数・減収額等」61件、「効果・達成目標の実現状況」75件となっており、特に「効果・達成目標の実現状

況」について、多くの評価書において分析・説明の内容に不十分な点があった。また、過去の適用数等を把握するため、租特

透明化法及び地方税法に基づき把握される情報を用いておらず、その理由も明らかにされていない評価書は9件であった。 
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図表4 点検項目 

（注） 事前評価（新設）、事前評価（拡充・延長）、事後評価の区分ごとに、「○」が付いている項目がそれぞれの区分の点検項目となる。 

 

点検項目 
事前評価 事後 

評価 新設 拡充・延長

租税特別措置等の有効性    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①達成目標が設定されているか。 ○ ○ ○ 

②過去の適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○ ○ 

③過去の適用数等が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っていないかが具体的に説

明されているか。 
－ ○ ○ 

④将来の適用数等が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○ － 

⑤過去の減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に把握されているか。 － ○ ○ 

⑥将来の減収額が算定根拠を明らかにしつつ、定量的に予測されているか。 ○ ○ － 

⑦過去の租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が把握されているか。 － ○ ○ 

⑧将来の租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況が予測されているか。 ○ ○ － 

⑨過去の税収減を是認するような効果が確認されているかが説明されているか。 － ○ ○ 

⑩将来の税収減を是認するような効果が見込まれるかが説明されているか。 ○ ○ － 
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図表5 租税特別措置等に係る政策評価の点検結果（補足説明を踏まえたもの） 

行政機関名 

分析・説明の内

容が一定水準に

達しているもの 

分析・説明の内

容が不十分なも

の 

合 計 うち 

達成目標 

うち 

適用数・減収

額等 

うち 

効果・達成目

標の実現状況 

内閣府 1 （0） 7 （8） 2 （2）  7 （8） 7 （8） 8 

国家公安委員会・警察庁 0 （0） 1 （1） 0 （0）  1 （1） 1 （1） 1 

金融庁 0 （0） 9 （9） 8 （9）  7 （7） 7 （7） 9 

復興庁 0 （0） 2 （2） 1 （1）  1 （1） 2 （2） 2 

総務省 1 （0） 1 （2） 0 （1）  1 （2） 1 （2） 2 

文部科学省 0 （0） 1 （1） 0 （0）  1 （1） 0 （0） 1 

厚生労働省 0 （0） 12 （12） 8 （10） 11 （12） 12 （12） 12 

農林水産省 11 （9） 5 （7） 1 （1）  2 （5） 5 （7） 16 

経済産業省 0 （0） 31 （31） 15 （20） 20 （28） 26 （28） 31 

国土交通省 6 （2） 12 （16） 5 （10） 7 （8） 10 （10） 18 

環境省 0 （0） 4 （4） 4 （4）  3 （4） 4 （4） 4 

防衛省 1 （1） 0 （0） 0 （0）  0 （0） 0 （0） 1 

合 計 20 （12） 85 （93） 44 （58） 61 （77） 75 （81） 105 

（注）1 （ ）内は、当初の評価書に対する点検結果 

   2 要望の内容が固まっていないため、必要な分析がなされていない評価書については、「分析・説明の内容が不十分なもの」に分類 

3 「分析・説明の内容が不十分なもの」について、「達成目標」、「適用数・減収額等」又は「効果・達成目標の実現状況」に重複して該当する場合は、それ

ぞれに計上したため、これらの合計は「分析・説明の内容が不十分なもの」の件数に一致しない。 
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また、分析・説明の内容が不十分な例としては、以下のものがみられた。 

ア 達成目標が定量的に示されていない延長要望に係る評価書（12件） 

＜内閣06＞国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の延長 

＜内閣07＞国際戦略総合特区における所得控除制度の延長 

＜金融04＞事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例の延長 

＜復興01＞株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る課税標準の特例措置の延長 

＜厚労04＞雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の延長 

＜厚労06＞交際費課税の特例措置の延長 

＜厚労07＞公害防止用設備に係る特例措置の延長 

＜農水01＞特定農産加工品生産設備の特別償却制度（特定農産加工業経営改善臨時措置法） 

＜経産08＞独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の延長 

＜経産10＞株式会社商工組合中央金庫の抵当権登記に係る登録免許税の軽減 

＜経産11＞交際費の課税の特例（中小法人における損金算入の特例）措置の延長 

＜環境01＞特定廃棄物 終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置の延長 

これらの租税特別措置等の延長要望については、達成目標が不明確であり、事後において達成目標の実現状況を検証するこ

とが困難であることから、その必要性について、今後の税制改正作業において更なる検証が必要である。 

 

イ 適用数の実績が前回評価時の見込みの5割以下であり、適用数が想定外に僅少であることについて、説明が不十分な評価書

（6件） 

＜内閣07＞国際戦略総合特区における所得控除制度の延長 

＜金融04＞事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例の延長 

＜農水01＞特定農産加工品生産設備の特別償却制度（特定農産加工業経営改善臨時措置法） 

＜経産09＞中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置 

＜経産13＞産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における軽減措置の拡充及び延長 

＜経産15＞エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別控除の拡充及び延長（グリーン投資減税） 
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適用数の実績が想定外に少ない租税特別措置等は、必要性や将来見込みの検証を徹底する必要があることから、これらの租

税特別措置等については、今後の税制改正作業において更なる検証が必要である。 

 

ウ 上位10社の適用額合計の割合が8割超であり、適用額が想定外に特定の者に偏っていることについて、説明が不十分な評価

書（2件） 

＜内閣06＞国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の延長 

＜厚労05＞障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 

租税特別措置等は税負担の公平の原則の例外であることから、これらの租税特別措置等については、想定外に一部の法人の

みが恩恵を受けていないか、今後の税制改正作業において更なる検証が必要である。 

 

エ 昭和20年代に創設され、長期間にわたって措置されてきたにもかかわらず、租税特別措置等の直接的な効果について、分

析が不十分な事後評価書（5件） 

＜厚労09＞社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 

＜厚労10＞医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続 

＜厚労11＞保険会社等の異常危険準備金（消費生活協同組合等） 

＜農水04＞収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業） 

＜経産25＞中小企業等の貸倒引当金の特例 

実施期間が長期にわたる租税特別措置等は、特に厳格な効果の検証が必要であることから、これらの租税特別措置等につい

ては、今後の税制改正作業において更なる検証が必要である。 

 

 (5) 今後の課題 

今後の税制改正作業において、分析・説明の内容が不十分であると指摘した評価書については、更なる検証が必要であると

ともに、分析・説明の内容が一定水準に達している評価書についても、必要に応じて更なる分析・説明が期待される。また、

現時点において租税特別措置等の直接的な効果を把握することが困難で、事後検証の方法をあらかじめ明らかにしている評価

書については、次回評価時に当該方法によりその効果を分析することが求められる。 
本年度の点検の結果、「有効性」について、いまだ多くの評価書に課題が残ることを踏まえ、来年度以降も「有効性」に重点
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を置いて点検するとともに、政府全体として評価書に記載する内容の一層の充実に資するため、各行政機関における評価の効

果的かつ効率的な実施を図る方策を検討していく必要がある。 
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Ⅱ 個別の点検結果 

 １ 点検結果の一覧表 
   

＜点検結果の一覧表の見方＞ 
１. 「制度名」 

      租税特別措置等の名称を記載している。 
２. 「区分」 

      租税特別措置等の要望区分等に応じて、以下を記載している。 
       新  設 ： 租税特別措置等の新設要望に係る事前評価 
         拡  充 ： 租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価 
         延  長 ： 租税特別措置等の延長要望に係る事前評価 
         拡・延 ： 租税特別措置等の拡充及び延長要望等に係る事前評価 
         事  後 ： 期限の定めのない租税特別措置等に係る事後評価                           

３. 「義務付け」 
      租税特別措置等に係る政策評価が義務付けられているものに「有」を記載している。 

４. 「評価書の修正」 
評価書に修正があったものに「有」を記載している。 

５. 「分析・説明が一定水準に達している」 
   各行政機関の補足説明を踏まえた結果、分析・説明が一定水準に達しているものに「☆」を記載している。 

６. 「点検結果」 
     点検結果に応じて、以下を記載している。 
       ● ： 補足説明後も分析・説明に課題があるもの 
         ※ ： 点検過程における各行政機関からの補足説明により課題が解消したもの 
         ― ： 区分（新設・事後）の性質上、記載の必要がないもの 
       ／ ： 租税特別措置等の内容が固まっていないため、必要な分析がなされていないもの 
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

達成
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過去の
適用数

等
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効果等
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効果等

過去の
税収減
是認効

果

将来の
税収減
是認効

果

内閣01 国家戦略特区における所得控除制度の創設 新設 有 ― ― ― ― ―

内閣02 新設 有 ― ― ― ― ―

内閣03 新設 有 有 ― ― ● ― ● ― ● ― ●

内閣04

国家戦略特区における創業5年以内の一定の企業に対する法人税の軽減措
置の創設
国際戦略総合特別区域において地方税を減免した場合の国税における所要
の調整措置の創設
地方拠点強化税制（雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制
度）の拡充

拡充 有 ● ● ● ●

内閣05 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除等の延長 延長 有 ● ※ ● ●

内閣06 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の延長 延長 有 ● ● ● ※ ● ※ ● ● ● ●

内閣07 国際戦略総合特区における所得控除制度の延長 延長 有 ● ● ● ● ●

内閣08 特定国立研究開発法人（仮称）への寄附に係る税制措置の創設 新設 有 ☆ ― ― ― ※ ― ―

警察01 教習用貨物自動車を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除 新設 有 ― ― ● ― ― ● ― ●

金融01 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実 拡・延 有 有 ● ● ※ ● ● ● ● ● ●

金融02 投資信託等に係る二重課税調整措置の見直し 新設 有 有 ● ― ― ● ― ● ― ● ― ●

金融03 投資法人に係る税制優遇措置の拡充 拡充 有 有 ● ● ● ● ●

金融04 事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例の延長 延長 有 ● ※ ● ● ● ● ● ● ● ●

金融05 一時差異等調整引当額についての所要の措置 拡充 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

金融06 特定投資信託に係る受託法人の課税の特例 事後 有 有 ● ― ― ― ―

金融07 特定目的信託に係る受託法人の課税の特例 事後 有 有 ● ― ― ― ―

金融08 特定目的会社に係る課税の特例 事後 有 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

金融09
生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構と締結する保険契約に係る課
税標準の特例

事後 有 有 ● ― ― ● ― ● ―

 国家公安委員会・警察庁

番号 制度名 区分

義
務
付
け

評
価
書
の
修
正

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

点検結果

 内閣府

 金融庁

有
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復興01
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る課税標準の特例措置の延
長

延長 有 ● ※ ※ ● ● ● ● ●

復興02
特定被災区域内において都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の津
波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業のために土地等を譲渡した
場合における所得の特別控除の延長

延長 有 ● ● ● ●

総務01 放送ネットワーク災害対策促進税制の拡充及び延長 拡・延 有 有 ● ● ● ●

総務02 データセンター地域分散化促進税制の延長 延長 有 有 ☆ ※ ※ ※ ※ ※ ※

文科01 義務教育学校の創設に係る税制上の所要の措置 新設 ― ― ― ― ―

厚労01
社会医療法人の認定取消しに係る一括課税の見直し等の医療法人制度改革
に伴う税制上の所要の措置

新設 有 ● ― ― ● ― ● ― ● ― ●

厚労02 医療機関の設備投資に関する特例措置の創設 新設 有 ● ― ― ● ― ● ― ● ― ●

厚労03 障害者総合支援法の見直しに伴う税制上の所要の措置 新設 有 ― ― ― ― ―

厚労04 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の延長 延長 有 有 ● ● ● ● ● ● ●

厚労05 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 延長 有 ※ ● ● ● ※ ● ● ● ● ●

厚労06 交際費課税の特例措置の延長 延長 有 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

厚労07 公害防止用設備に係る特例措置の延長 延長 有 有 ● ● ※ ● ● ● ● ● ● ●

厚労08 確定給付企業年金の弾力的な運営等に係る税制上の所要の措置 新設 有 有 ● ― ― ※ ― ● ― ● ― ●

厚労09 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 事後 有 ● ― ● ― ● ― ● ―

厚労10 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続 事後 有 ● ― ● ― ● ― ● ―

厚労11 保険会社等の異常危険準備金（消費生活協同組合等） 事後 有 有 ● ※ ― ※ ― ● ― ● ―

厚労12
生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構と締結する保険契約に係る課
税標準の特例

事後 有 有 ● ― ― ● ― ● ―

 復興庁

 総務省

 文部科学省

 厚生労働省
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る

点検結果

農水01

・特定農産加工品生産設備の特別償却制度（特定農産加工業経営改善臨時
措置法）
・特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の
特例措置の延長

延長 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

農水02 農協改革等に伴う税制上の措置 拡充 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ●

農水03 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（卸売市場） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水04 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業） 事後 有 有 ― ― ● ― ● ―

農水05 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（森林法等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水06 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（漁業権等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水07 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（海岸法等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水08 保険会社等の異常危険準備金（農業協同組合連合会） 事後 有 有 ☆ ― ― ― ―

農水09 保険会社等の異常危険準備金（全国森林組合連合会） 事後 有 有 ☆ ― ― ― ―

農水10 保険会社等の異常危険準備金（共済水産業協同組合連合会） 事後 有 有 ☆ ― ― ― ―

農水11 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（卸売市場） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水12 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（農振法） 事後 有 有 ― ― ● ― ● ―

農水13 収用換地等の場合の所得の特別控除（土地改良事業） 事後 有 有 ― ― ● ― ● ―

農水14 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（森林法等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水15 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（漁業権等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

農水16 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（海岸法等） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

 農林水産省
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経産01 車体課税の抜本的見直し 拡・延 ● ● ● ● ● ● ● ●

経産02
認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した
場合の所有権の移転登記等の税率の軽減

延長 ※ ※ ※ ※ ● ※ ●

経産03
中小企業等の貸倒引当金の特例（税制改正要望「割賦販売法の改正に伴う
所要の税制措置」の租特部分）

拡充 有 ※ ● ● ● ● ● ※ ● ●

経産04 金属鉱業等鉱害防止準備金の延長 延長 有 ※ ● ※ ※ ● ● ● ● ● ●

経産05 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直しに伴う所要の税制措置 新設 ― ― ― ― ―

経産06 海外投資等損失準備金の延長 延長 有 ● ● ● ●

経産07
探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特
別控除

拡・延 有 ※ ● ● ● ●

経産08
独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の
延長

延長 ● ※ ● ※ ● ● ● ● ●

経産09 中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置 延長 ※ ● ※ ● ※ ● ※ ● ※

経産10 株式会社商工組合中央金庫の抵当権登記に係る登録免許税の軽減 延長 ●

経産11 交際費の課税の特例（中小法人における損金算入の特例）措置の延長 延長 有 ● ※ ※ ● ● ● ●

経産12 保険会社等の異常危険準備金の延長 延長 有 有 ● ● ● ※ ※ ● ●

経産13
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における軽減措
置の拡充及び延長

拡・延 ● ※ ● ● ※ ● ● ● ● ●

経産14 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置 延長 ※ ※ ※ ● ● ● ●

経産15
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別控
除の拡充及び延長（グリーン投資減税）

拡・延 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

経産16 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 延長 有 有 ※ ※ ※ ※ ● ● ● ●

経産17 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 新設 ● ― ― ※ ― ― ● ― ●

経産18 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 有 ― ― ● ― ● ― ― ●

経産19 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 新設 有 ― ― ※ ― ● ― ― ●

経産20
ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置の
延長及びガス事業法改正に伴う所要の税制措置

延長 有 ※ ● ※ ● ● ● ※ ● ●

経産21 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長 拡・延 ● ● ● ● ●

 経済産業省
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経産22
公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措
置の延長

延長 ※ ※ ※ ※ ● ● ● ●

経産23
高度化事業の用に供するために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除（中小企業高度化事業）

事後 有 有 ● ※ ― ― ● ― ● ―

経産24
中小企業高度化事業
①事業所税の非課税
②共同利用機械等の固定資産税の軽減

事後 有 ● ※ ― ※ ― ● ― ● ―

経産25 中小企業等の貸倒引当金の特例 事後 有 ● ● ― ※ ― ● ― ● ―

経産26 保険会社等の異常危険準備金 事後 有 有 ● ― ● ― ※ ― ● ―

経産27
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用資産に係る特
例措置

事後 ● ― ● ― ● ― ● ―

経産28 収用換地等の場合の所得の特別控除 事後 有 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

経産29 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 事後 有 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

経産30 使用済燃料再処理準備金 事後 有 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

経産31 軽油引取税の課税免除（石油化学製品） 事後 有 ● ― ― ● ― ● ―

国交01
物流効率化のための計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の見
直し

延長 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ●

国交02
市街地再開発事業における権利変換に伴う権利変動があった場合のグルー
プ法人税制の適用に係る所要の措置の拡充

拡充 有 ● ● ● ●

国交03
市街地再開発事業における権利変換において従前資産に対応して与えられ
る権利床等を取得した場合の特例措置の拡充

拡充 有 ● ● ● ● ● ●

国交04 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長 延長 有 ※ ※ ※ ※ ● ● ● ●

国交05
ＪＲ北海道及びＪＲ四国に対する鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成
金に係る圧縮記帳の拡充

拡充 有 ● ● ● ● ●

国交06
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
（開発保全整備計画に係る事業）

事後 有 有 ※ ― ● ― ● ― ● ―

国交07 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 事後 有 ☆ ※ ― ― ― ―

国交08 特定目的会社に係る課税の特例 事後 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

国交09
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除
（国土利用計画法の規制区域内の土地等を譲渡する場合）

事後 有 ☆ ― ― ― ―

国交10
収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例（公有水面の埋立
て）

事後 有 ● ― ― ― ―

 国土交通省
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

達成
目標

過去の
適用数

等

僅少・
偏りの
状況

将来の
適用数

等

過去の
減収額

将来の
減収額

過去の
効果等

将来の
効果等

過去の
税収減
是認効

果

将来の
税収減
是認効

果

番号 制度名 区分

義
務
付
け

評
価
書
の
修
正

分析・
説明が
一定水
準に達
してい
る

点検結果

国交11 収用換地等の場合の所得の特別控除（公有水面の埋立て） 事後 有 ● ― ― ● ― ● ―

国交12 転廃業助成金等に係る課税の特例（本州四国連絡橋に係るもの） 事後 有 ☆ ― ― ― ―

国交13
短期譲渡所得の課税の特例に係る軽減税率、追加課税の適用除外（独立行
政法人都市再生機構）

事後 有 ☆ ― ― ― ―

国交14
短期譲渡所得の課税の特例に係る軽減税率、追加課税の適用除外（地方住
宅供給公社）

事後 ● ― ― ― ―

国交15
収用等に伴い代替資産等を取得した場合の課税の特例（独立行政法人都市
再生機構）

事後 有 有 ☆ ― ― ― ―

国交16 新幹線鉄道大規模改修準備金 事後 有 有 ● ― ― ● ― ● ―

国交17 船舶の定期検査に係る特別修繕準備金 事後 有 ● ― ● ― ● ― ● ―

国交18
短期譲渡所得の課税の特例に係る税率軽減、追加課税の適用除外（成田国
際空港株式会社）

事後 有 ☆ ― ― ― ―

環境01
特定廃棄物 終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措
置の延長

延長 有 有 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

環境02 転廃業助成金等に係る課税の特例 事後 有 有 ● ― ― ● ― ● ―

環境03
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（国立、国
定公園特別地域及び自然環境保全地域特別地区について国又は地方公共団
体に買い取られる場合）

事後 有 ● ● ― ● ― ● ― ● ―

環境04
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（種の保存
法の管理地区等が国又は地方公共団体に買い取られる場合）

事後 有 ● ※ ― ● ― ● ― ● ―

防衛01
予備自衛官等である雇用者の数が増加した場合の法人税額等の特例措置の
創設

新設 有 ☆ ― ― ― ― ―

 環境省

 防衛省

-17-



-18-



 

 

２ 点検結果表 

＜点検結果表の見方＞ 

１. 「制度名」 
租税特別措置等の名称を記載している。 

２. 「税目」 
評価の対象とされた租税特別措置等の税目を記載している。 

３. 「区分」 
［新設］は租税特別措置等の新設要望に係る事前評価を表す。 
［拡充］は租税特別措置等の拡充要望に係る事前評価を表す。 
［延長］は租税特別措置等の延長要望に係る事前評価を表す。 
［事後］は期限の定めのない租税特別措置等に係る事後評価を表す。 

４. 「義務」 
［義務付け対象］は租税特別措置等に係る政策評価が義務付けられていることを表す。 
［義務付け対象外］は租税特別措置等に係る政策評価が義務付けられていないことを表す。 

５. 「評価書の修正」 
［修正あり］は評価書に修正があったことを表す。 

６. 「点検結果」 
［課題なし］は分析・説明が一定水準に達していることを表す。 
［課題あり］は分析・説明に課題があることを表す。 
［分析なし］は租税特別措置等の内容が固まっていないため、必要な分析がなされていないことを表す。 

７. 「補足説明」 
          ［補足あり］は各行政機関から有用な補足説明がなされたことを表す。 

８. 「【課題の説明】」 
各点検項目について、各行政機関からの補足説明を踏まえ、課題の内容を記載している。 

９. 「＜点検結果表の別紙＞」 
各点検項目について、各行政機関からの補足説明の内容を記載している。 

 

-19-



-20-



内閣府 





内閣01 国家戦略特区における所得控除制度の創設

内閣02 国家戦略特区における創業5年以内の一定の企業に対する法人税の軽減措置の創設

内閣03 国際戦略総合特別区域において地方税を減免した場合の国税における所要の調整措置の創設

内閣04 地方拠点強化税制（雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度）の拡充

内閣05 国家戦略特区における特別償却又は投資税額控除等の延長

内閣06 国際戦略総合特区における特別償却又は投資税額控除の延長

内閣07 国際戦略総合特区における所得控除制度の延長

内閣08 特定国立研究開発法人（仮称）への寄附に係る税制措置の創設

番号 制度名

内閣府

-23-



 

 
 

【内閣01】
-24-



 

 
 

 

 
 

【内閣01】

-25-



 

 
 

【内閣02】
-26-



 

 
 

 

 
 

【内閣02】

-27-



 

 
 

【内閣02】
-28-



【内閣02】

-29-



【内閣03】
-30-



 

【内閣03】

-31-



  

【内閣03】
-32-



【内閣03】

-33-



【内閣04】
-34-



 

 

 

 

【内閣04】

-35-



 

 

 

 

【内閣04】
-36-



【内閣04】

-37-



【内閣05】
-38-



【内閣05】

-39-



 

 
 

 

 
 

【内閣05】
-40-



 

 
 

 

 
 

【内閣05】

-41-



 

 
 

【内閣05】
-42-



【内閣05】

-43-



【内閣06】
-44-



 

 
 

【内閣06】

-45-



 

 
 

 

 
 

【内閣06】
-46-



 

 
 

【内閣06】

-47-



【内閣07】
-48-



 

 

 

 

【内閣07】

-49-



 

 

 

 

【内閣07】
-50-



【内閣07】

-51-



【内閣08】
-52-



 

 

 

 

【内閣08】

-53-



 

 

 

 

【内閣08】
-54-



  

【内閣08】

-55-



  

 

 

【内閣08】
-56-



  

【内閣08】

-57-



  

 

【内閣08】
-58-



 

【内閣08】

-59-



-60-



国家公安委員会・警察庁 





警察01 教習用貨物自動車を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

番号 制度名

国家公安委員会・警察庁

-63-



【警察01】
-64-



 

【警察01】

-65-



  

【警察01】
-66-



  

【警察01】

-67-



【警察01】
-68-



【警察01】

-69-



-70-



金融庁 





金融01 火災保険等に係る異常危険準備金制度の充実

金融02 投資信託等に係る二重課税調整措置の見直し

金融03 投資法人に係る税制優遇措置の拡充

金融04 事業再生ファンドに係る企業再生税制の特例の延長

金融05 一時差異等調整引当額についての所要の措置

金融06 特定投資信託に係る受託法人の課税の特例

金融07 特定目的信託に係る受託法人の課税の特例

金融08 特定目的会社に係る課税の特例

金融09 生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構と締結する保険契約に係る課税標準の特例

番号 制度名

金融庁

-73-



【金融01】
-74-



【金融01】

-75-



 

 
 

 
 

 

【金融01】
-76-



 

 
 

 

 
 

【金融01】

-77-



【金融02】
-78-



 

【金融02】

-79-



 

【金融02】
-80-



【金融02】

-81-



【金融03】
-82-



  

【金融03】

-83-



 

【金融03】
-84-



【金融03】

-85-



【金融04】
-86-



 

【金融04】

-87-



  

【金融04】
-88-



【金融04】

-89-



【金融05】
-90-



【金融05】

-91-



  

【金融05】
-92-



 

【金融05】

-93-



【金融06】
-94-



  

【金融06】

-95-



 

【金融06】
-96-



【金融06】

-97-



【金融07】
-98-



  

【金融07】

-99-



 

【金融07】
-100-



【金融07】

-101-



【金融08】
-102-



 

【金融08】

-103-



 

【金融08】
-104-



【金融08】

-105-



【金融09】
-106-



 

 

【金融09】

-107-



  

【金融09】
-108-



復興庁 





復興01 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に係る課税標準の特例措置の延長

復興02
特定被災区域内において都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業のため
に土地等を譲渡した場合における所得の特別控除の延長

番号 制度名

復興庁

-111-



【復興01】
-112-



 

 

【復興01】

-113-



 

 

 

 

【復興01】
-114-



【復興01】

-115-



【復興02】
-116-



 

 

【復興02】

-117-



 

 

 

 

【復興02】
-118-



 

 

 

 

【復興02】

-119-



25 27

27

15 5

25 818 4,095,431,071
4,095,431,071 4,095,431,071 5 15 583,598,927

26 562 2,136,591,644
2,136,591,644 2,136,591,644 5 15 304,464,309

27 231 1,398,617,315
1,398,617,315 1,398,617,315 5 15 199,302,967

1,087,366,203

1 0
800 15

25 15 57,175,649
57,175,649 15 8,576,347

26 18 91,717,604
91,717,604 15 13,757,640

27 14 68,686,106
68,686,106 15 10,302,915

32,636,902

25 27

27

5

25 818 4,095,431,071
4,095,431,071 4,095,431,071 5 5 194,532,975

26 562 2,136,591,644
2,136,591,644 2,136,591,644 5 5 101,488,103

27 231 1,398,617,315
1,398,617,315 1,398,617,315 5 5 66,434,322

362,455,400

1 0
800 15

25 15 57,175,649
57,175,649 15 8,576,347

26 18 91,717,604
91,717,604 15 13,757,640

27 14 68,686,106
68,686,106 15 10,302,915

25 8,576,347 17 3 1,483,708

26 13,757,640 17 3 2,380,071

27 10,302,915 12 9 1,329,076

5,192,855

【復興02】
-120-



1

25

57,175,649 5 3 3,030,309

3,030,309 81 2,454,550

25 5,484,859

26

91,717,604 5 3 4,861,033

4,861,033 81 3,937,436

26 8,798,469

27

68,686,106 6 7 4,601,969

4,601,969 43 2 1,988,050

0

27 6,590,019

20,873,347

28

33 H28 28 H29 3 H30 2
334,848,326 H28 257,356,615 H29 66,549,431
H30 10,942,280

15 5

H28 257,356,615 257,356,615 5 15 36,673,317
H29 66,549,431 66,549,431 5 15 9,483,294
H30 10,942,280 10,942,280 5 15 1,559,274

47,715,885

1 H28 1,297,562 H28
1 0

800 15
1,297,562 15 194,634

3
47,715,885

194,634
47,910,520

H28 36,673,317
194,634

36,867,951

H29 9,483,294
H30 1,559,274

【復興02】

-121-



28

33 H28 28 H29 3 H30 2
334,848,326 H28 257,356,615 H29 66,549,431
H30 10,942,280

5
H28 257,356,615 257,356,615 5 5 12,224,439
H29 66,549,431 66,549,431 5 5 3,161,098
H30 10,942,280 10,942,280 5 5 519,758

15,905,295

1 H28
1,297,562 H28

1 0
800 15

1,297,562 15 194,634

H28 194,634 12 9 25,107

1 H28
1,297,562 H28

1

1,297,562 6 7 86,936

86,936 43 2 37,556

86,936 37,556 124,492

0

3
15,905,295

25,107
124,492

16,054,894

H28 12,224,439
25,107

124,492
12,374,038

H29 3,161,098

H30 519,758

【復興02】
-122-



総務省 





総務01 放送ネットワーク災害対策促進税制の拡充及び延長

総務02 データセンター地域分散化促進税制の延長

総務省

番号 制度名

-125-



【総務01】
-126-



【総務01】

-127-



 

 
 

 

 
 

【総務01】
-128-



 

 
 

 

 
 

【総務01】

-129-



 

 
 

 

 
 

【総務01】
-130-



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【総務01】

-131-



 

 
 

 
 

 

 

【総務01】
-132-



 

【総務01】

-133-



【総務02】
-134-



【総務02】

-135-



 

 
 

 

 
 

【総務02】
-136-



 

 
 

 

 
 

【総務02】

-137-



 

 
 

 

 
 

【総務02】
-138-



 

 
 

【総務02】

-139-



【総務02】
-140-



文部科学省 





文科01 義務教育学校の創設に係る税制上の所要の措置

文部科学省

番号 制度名

-143-



 

 

【文科01】
-144-



 

 

 

 

 

【文科01】

-145-



-146-



厚生労働省 





厚労01 社会医療法人の認定取消しに係る一括課税の見直し等の医療法人制度改革に伴う税制上の所要の措置

厚労02 医療機関の設備投資に関する特例措置の創設

厚労03 障害者総合支援法の見直しに伴う税制上の所要の措置

厚労04 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の延長

厚労05 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長

厚労06 交際費課税の特例措置の延長

厚労07 公害防止用設備に係る特例措置の延長

厚労08 確定給付企業年金の弾力的な運営等に係る税制上の所要の措置

厚労09 社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続

厚労10 医療法人の社会保険診療報酬以外部分に係る軽減措置の存続

厚労11 保険会社等の異常危険準備金（消費生活協同組合等）

厚労12 生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構と締結する保険契約に係る課税標準の特例

厚生労働省

番号 制度名

-149-



【厚労01】
-150-



 

 

 

 

【厚労01】

-151-



 

 

【厚労01】
-152-



【厚労01】

-153-



【厚労02】
-154-



 

 

 

 

【厚労02】

-155-



 

 

【厚労02】
-156-



【厚労02】

-157-



 

 

【厚労03】
-158-



 

 

 

 

【厚労03】

-159-



【厚労04】
-160-



 

 

【厚労04】

-161-



 

 

 

 

【厚労04】
-162-



 

 

 

 

【厚労04】

-163-



 

 

   

25
4,630

75 18,796 56,351

25 1 26 31

26
23 26

 

26
23 26

26
26 43,528
25 24.4

9,681 39,707
26 24.4 26

23 24 25 26

 30,061 29,567 39,707 43,528

8,056 7,058 9,681 

82,723 79,279 97,193 

 1,313 4,334 4,630 
 2,054,866 6,539,681 7,518,796 

23 24 20
25 40

10,274 32,698 18,770 

 - - - 
 265,240 720,008 956,351 

【厚労04】
-164-



   
10,621 43,528

24.4

26

25
10.0 97,193 9,681

26 10.0
26

106,210 10,621 10.0

26
25

47.8 4,630 9,681
26 47.8

26 5,079 10,621 47.8
25 4.05 18,770 4,630
26 4.05 26

20,570 5,079 4.05

26
26 82 2,800 20,570 40
26
12.9 10 6,141 82 2,800 12.9

27 28
27 25 26

27

43,528 43,528 39,707 47,717

47,717 24.4 11,643

25

106,210 106,210 97,193 116,064

11,643 47.8 5,565

25

5,565 4.05 22,538

25 4.05 18,770 4,630

22,538 40 901,520

901,520 12.9 116,296

   
26 27

 43,528 
47,717

10,621 11,643

106,210 116,064

5,079 5,565

8,228,000 9,015,200

40 20,570 22,538

1,061,412 1,162,961

【厚労04】

-165-



【厚労05】
-166-



【厚労05】

-167-



 

 

 

 

【厚労05】
-168-



 

 

 

 

【厚労05】

-169-



【厚労05】
-170-



【厚労05】

-171-



【厚労06】
-172-



 

 

【厚労06】

-173-



 

 

 

 

【厚労06】
-174-



 

 

【厚労06】

-175-



【厚労07】
-176-



【厚労07】

-177-



 

 

 

 

【厚労07】
-178-



 

 

【厚労07】

-179-



【厚労08】
-180-



 

 

【厚労08】

-181-



 

 

 

 

【厚労08】
-182-



【厚労08】

-183-



【厚労08】
-184-



【厚労08】

-185-



【厚労09】
-186-



【厚労09】

-187-



 

 

 

 

 

【厚労09】
-188-



【厚労09】

-189-



【厚労10】
-190-



 

 

 

 

【厚労10】

-191-



【厚労11】
-192-



 

 
 

【厚労11】

-193-



 

 
 

 

 
 

【厚労11】
-194-



 

 
 

【厚労11】

-195-



【厚労12】
-196-



 

 

【厚労12】

-197-



  

【厚労12】
-198-



農林水産省 





農水01
・特定農産加工品生産設備の特別償却制度（特定農産加工業経営改善臨時措置法）
・特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の特例措置の延長

農水02 農協改革等に伴う税制上の措置

農水03 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（卸売市場）

農水04 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業）

農水05 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（森林法等）

農水06 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（漁業権等）

農水07 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（海岸法等）

農水08 保険会社等の異常危険準備金（農業協同組合連合会）

農水09 保険会社等の異常危険準備金（全国森林組合連合会）

農水10 保険会社等の異常危険準備金（共済水産業協同組合連合会）

農水11 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（卸売市場）

農水12 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（農振法）

農水13 収用換地等の場合の所得の特別控除（土地改良事業）

農水14 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（森林法等）

農水15 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（漁業権等）

農水16 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除（海岸法等）

農林水産省

番号 制度名
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11 3 44 68 25

24 25 26 27 28 29

149 147 135 132 133 126

- 2 1 5 5 5

- 234 2,341 36,701 36,701 36,701

- 117 2,341 7,340 7,340 7,340

5 5

24 25
26

24 25
26

27 27

27
H22 H23 H25
29 + 25 + 25 26

27
27 135 29 26 132 H26 H22 H27
28 132 25 26 133 H27 H22 H27
29 133 33 26 126 H28 H22 H27

H27 6 27

153,561 23.9 36,701

33 5

24 25 26 27 28 29

1,100 1,125 1,148 1,145 1,146 1,139

25 15 11 17 17 17

18,086 18,339 7,118 14,514 14,514 14,514

723 1,223 647 854 854 854

24 25
1/4 26

27 27

27
H22 H23 H25
29 + 25 + 25 26

27
27 1 148 29 26 1 145 H26 H22 H27
28 1 145 25 26 1 146 H27 H23 H27
29 1 146 33 26 1 139 H28 H24 H27

H24 H26

25 15 11 17

H24 H26
18,086 18,339 7,118 14,514
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57

( )  5,540 5,423 5,579 5,493 5,405 5,342

  1   1   1   1   1   1

 129,560 129,341 144,436 125,446 110,278 81,932

67,287 68,696 87,151 68,735 54,075 26,997

  62,273 60,644 57,285 56,710 56,203 54,935

13,700 13,341 12,602 11,852 11,746 10,437

JA

21 25
26

JA

23 22% 24, 25
20 9% 26 19%

57

( )    5,540 5,423 5,579 5,493 5,405 5,342

    1     1     1     1     1     1

 129,560 129,341 144,436 125,446 110,278 81,932

67,287 68,696 87,151 68,735 54,075 26,997

  62,273 60,644 57,285 56,710 56,203 54,935

13,700 13,341 12,602 10,775 10,678 10,437

2,370 2,308 2,180 1,864 1,847 1,805

2,241 2,183 2,062 2,041 2,023 1,977

1,815 1,768 1,670 1,653 1,638 1,601

JA

JA

21 23 22 24 26
19

17 3
3 6
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JF

22 25

26 27 28 JF
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( ) 178 170 166 164 161 158 155

1 1 1 1 1 1 1

0 3,740 2,830 1,442 700 700 700
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0 6 6 7 7 7 8
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26 27
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27 28 3

JF

20 23 3 69 2 92
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経済産業省 





経産01 車体課税の抜本的見直し

経産02 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減

経産03 中小企業等の貸倒引当金の特例（税制改正要望「割賦販売法の改正に伴う所要の税制措置」の租特部分）

経産04 金属鉱業等鉱害防止準備金の延長

経産05 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直しに伴う所要の税制措置

経産06 海外投資等損失準備金の延長

経産07 探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除

経産08 独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備事業に係る特例措置の延長

経産09 中小企業の事業再生に係る登録免許税の軽減措置

経産10 株式会社商工組合中央金庫の抵当権登記に係る登録免許税の軽減

経産11 交際費の課税の特例（中小法人における損金算入の特例）措置の延長

経産12 保険会社等の異常危険準備金の延長

経産13 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における軽減措置の拡充及び延長

経産14 産業競争力強化法に基づく事業再編等に係る登録免許税の軽減措置

経産15 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別控除の拡充及び延長（グリーン投資減税）

経産16 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長

経産17 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設

経産18 電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

経産19 ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更

経産20 ガス供給業に係る大口需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置の延長及びガス事業法改正に伴う所要の税制措置

経産21 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長

経済産業省

番号 制度名

-281-



番号 制度名

経産22 公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置の延長

経産23 高度化事業の用に供するために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（中小企業高度化事業）

経産24
中小企業高度化事業
①事業所税の非課税
②共同利用機械等の固定資産税の軽減

経産25 中小企業等の貸倒引当金の特例

経産26 保険会社等の異常危険準備金

経産27 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用資産に係る特例措置

経産28 収用換地等の場合の所得の特別控除

経産29 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

経産30 使用済燃料再処理準備金

経産31 軽油引取税の課税免除（石油化学製品）
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国土交通省 





国交01 物流効率化のための計画に基づき取得した事業用資産に係る特例措置の見直し

国交02 市街地再開発事業における権利変換に伴う権利変動があった場合のグループ法人税制の適用に係る所要の措置の拡充

国交03 市街地再開発事業における権利変換において従前資産に対応して与えられる権利床等を取得した場合の特例措置の拡充

国交04 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長

国交05 ＪＲ北海道及びＪＲ四国に対する鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金に係る圧縮記帳の拡充

国交06 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除（開発保全整備計画に係る事業）

国交07 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例

国交08 特定目的会社に係る課税の特例

国交09
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除（国土利用計画法の規制区域内の土地等を譲渡する場
合）

国交10 収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例（公有水面の埋立て）

国交11 収用換地等の場合の所得の特別控除（公有水面の埋立て）

国交12 転廃業助成金等に係る課税の特例（本州四国連絡橋に係るもの）

国交13 短期譲渡所得の課税の特例に係る軽減税率、追加課税の適用除外（独立行政法人都市再生機構）

国交14 短期譲渡所得の課税の特例に係る軽減税率、追加課税の適用除外（地方住宅供給公社）

国交15 収用等に伴い代替資産等を取得した場合の課税の特例（独立行政法人都市再生機構）

国交16 新幹線鉄道大規模改修準備金

国交17 船舶の定期検査に係る特別修繕準備金

国交18 短期譲渡所得の課税の特例に係る税率軽減、追加課税の適用除外（成田国際空港株式会社）

国土交通省

番号 制度名

-441-



【国交01】
-442-



【国交01】

-443-



【国交01】
-444-



【国交01】

-445-



【国交01】
-446-



【国交01】

-447-



【国交02】
-448-



【国交02】

-449-



【国交02】
-450-



【国交02】

-451-



【国交03】
-452-



【国交03】

-453-



【国交03】
-454-



【国交03】

-455-



【国交03】
-456-



【国交03】

-457-



【国交03】
-458-



【国交03】

-459-



【国交04】
-460-



【国交04】

-461-



【国交04】
-462-



【国交04】

-463-



【国交05】
-464-



【国交05】

-465-



【国交05】
-466-



【国交05】

-467-



【国交06】
-468-



 

 
 

【国交06】

-469-



 

 
 

 

 
 

【国交06】
-470-



【国交06】

-471-



【国交07】
-472-



 

 

 

 

【国交07】

-473-



 

 

 

 

【国交07】
-474-



【国交07】

-475-



【国交08】
-476-



 

 
 

【国交08】

-477-



 

 
 

【国交08】
-478-



【国交08】

-479-



 

 
 

【国交09】
-480-



 

 
 

【国交09】

-481-



【国交10】
-482-



 

 
 

 

 
 

【国交10】

-483-



 

 
 

【国交10】
-484-



【国交10】

-485-



【国交11】
-486-



 

 
 

【国交11】

-487-



 

 
 

 

 
 

【国交11】
-488-



【国交11】

-489-



【国交12】
-490-



【国交12】

-491-



 

 

【国交13】
-492-



 

 

 

 

【国交13】

-493-



【国交14】
-494-



【国交14】

-495-



 

 

【国交15】
-496-



 

 

 

 

【国交15】

-497-



【国交16】
-498-



【国交16】

-499-



【国交16】
-500-



【国交16】

-501-



【国交17】
-502-



【国交17】

-503-



【国交17】
-504-



【国交17】

-505-



 

 
 

【国交18】
-506-



 

 
 

【国交18】

-507-



-508-



環境省 





環境01 特定廃棄物 終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置の延長

環境02 転廃業助成金等に係る課税の特例

環境03
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（国立、国定公園特別地域及び自然環境保全地域特別地区につい
て国又は地方公共団体に買い取られる場合）

環境04
特定目的のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除（種の保存法の管理地区等が国又は地方公共団体に買い取られる
場合）

環境省

番号 制度名

-511-



【環境01】
-512-



 

【環境01】

-513-



  

【環境01】
-514-



【環境01】

-515-



【環境02】
-516-



 

 
 

【環境02】

-517-



 

 
 

 

 
 

【環境02】
-518-



【環境02】

-519-



【環境03】
-520-



 

【環境03】

-521-



【環境03】
-522-



【環境03】

-523-



【環境04】
-524-



 
 

 

 

【環境04】

-525-



【環境04】
-526-



防衛省





防衛01 予備自衛官等である雇用者の数が増加した場合の法人税額等の特例措置の創設

防衛省

番号 制度名

-529-



 

 
 

 

【防衛01】
-530-



 

 
 

 

 
 

【防衛01】

-531-



 

 
 

 

 
 

【防衛01】
-532-



【防衛01】

-533-
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【資料】 

租税特別措置等に係る政策評価の実施に関するガイドライン 

 

 

      平 成 2 2 年 ５ 月 2 8 日 

政策評価各府省連絡会議了承 

平 成 2 5 年 ８ 月 ５ 日 

一 部 改 正 

 

本ガイドラインは、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「政策評価法」という。）の枠

組みの下、国税における租税特別措置及び地方税における税負担軽減措置等（以下「租税特別措置等」という。）に係る政策

評価を円滑かつ効率的に実施するとともに、各行政機関における検討作業や政府における税制改正作業に有用な情報を提供し、

もって国民への説明責任を果たすことに資するよう、租税特別措置等に係る政策評価の内容、手順等の標準的な指針を示した

ものである。 

本ガイドラインについては、各行政機関の取組の進展等を踏まえ、必要に応じ、租税特別措置等に係る政策評価の改善及び

充実のため、所要の見直しを行う。 

 

Ⅰ 評価に当たって 

  平成 22 年度税制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定。以下「22 年度大綱」という。）において、租税特別措置等は、

「その多くが特定の者の税負担を軽減することなどにより産業政策等の特定の政策目的の実現に向けて経済活動を誘導する

手段となっています。他方、こうした租税特別措置等は、「公平・透明・納得」の原則から見れば、税負担の公平の原則の

例外であり、これが正当化されるためには、その適用の実態や効果が透明で分かりやすく、納税者が納得できるものでなく

てはなりません。」との考え方が示されている。租税特別措置等の透明化及びその適宜適切な見直しを図る上で、政策評価

の果たす役割は大きいものと考えられる。 
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22 年度大綱においては、租税特別措置等の抜本的な見直しに関し、政策評価を厳格に行うこととされたほか、見直しの指

針として、政策評価法に基づく所管官庁の事後評価等において、税収減を是認するような有効性が客観的に確認されている

かが明記された。また、経済財政運営と改革の基本方針（平成 25 年６月 14 日閣議決定）においては、政策税制の政策評価

については租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律（平成 22 年法律第８号。以下「租特透明化法」という。）に基

づく適用実態調査を活用するなど改善を図るとされたところである。 

租税特別措置等に係る政策評価は、これらの閣議決定に適切に対応するよう実施するものである。評価の実施においては、

客観的なデータを可能な限り明らかにし、租税特別措置等の新設、拡充又は延長の適否や租税特別措置等の具体的な内容に

ついての検討に資するよう分析するとともに、分析内容が国民や利害関係者等との議論の共通の土台として用いられ、各行

政機関における検討作業や政府における税制改正作業において有効に用いられることが重要である。 

 

Ⅱ 評価の方法 

１ 評価の対象 

事前評価の対象となるのは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13 年政令第 323 号）第３条第７号及び

第８号並びに政策評価に関する基本方針（平成 17 年 12 月 16 日閣議決定）Ⅰ４キに規定する政策である。行政機関が行う政

策の評価に関する法律施行令第３条第７号ロ及び第８号における「税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置」

とは、特定の行政目的の実現のために税負担の軽減・繰延べを行う措置を指すものである。 

事後評価の対象となるのは、政策評価に関する基本方針Ⅰ５カに規定する政策である。そのうち、法人税、法人住民税及

び法人事業税関係の租税特別措置等の具体的範囲は、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第３条第７号イ及びロ

と同様である。 

 

２ 評価の単位 

  事前評価の対象となる租税特別措置等に係る政策については、各行政機関における税制改正要望に当たって、事前評価が

実施されることになる。事前評価の結果が、各行政機関における税制改正要望や、その後の税制改正作業に適切に対応する

ものとなるよう、事前評価の対象とする政策の単位は、原則として税制改正要望を行う租税特別措置等の単位に対応させる。 
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  事後評価については、事前評価の単位を踏まえ、適切な単位により実施する。 

 

 

３ 評価の実施主体 

 (1) 事前評価 

事前評価は、租税特別措置等の新設、拡充又は延長を要望しようとする行政機関が実施する。同一の租税特別措置等に

ついて、複数の行政機関が要望を行う場合は、各行政機関が評価の実施主体であることを前提として、必要に応じて、各

行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

 (2) 事後評価 

    事後評価は、評価の対象となる租税特別措置等に係る政策について、過去に当該租税特別措置等の要望を行った行政機

関が実施する。同一の租税特別措置等について、複数の行政機関が関係する場合は、各行政機関が評価の実施主体である

ことを前提として、必要に応じて、各行政機関が相互に連携・協力して評価に取り組むことができる。 

 

４ 評価の内容 

  租税特別措置等に係る政策の事前評価及び事後評価は、以下の内容により行う。事前評価の結果は、事後評価によって必

ず検証されることが重要である。 

(1) 事前評価 

ア 分析対象期間 

    租税特別措置等の新設を要望しようとする場合、分析対象期間としては、要望に係る租税特別措置等の適用期間、効

果や減収額等の推計における予測精度を考慮して、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合、将来にわたる予測部分についての分析対象期間としては、

上記新設の場合による。また、過去の実績部分についての分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、

個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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 イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

要望に係る租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。この政策目的とは、22 年度大綱

における「租税特別措置の見直しに関する基本方針」の別添「政策税制措置の見直しの指針（「６つのテスト」）」

に記載されている「背景にある政策」に係る目的と基本的に同様である（（２）イ（ⅰ）において同じ。）。 

政策目的の説明に併せ、当該政策目的がどのような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明ら

かにすることにより、当該政策目的が優先度や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事前評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を予測・把握

するとともに、税収減を是認するような効果が見込まれるか（確認されるか）を説明する。租税特別措置等の新設を要

望しようとする場合は、推計によることになり、拡充又は延長を要望しようとする場合は、推計に加え、過去の実績を

把握する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明らかにする。 

    租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基

づき把握される適用実態等に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて予測・把握する。 
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租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されるか（されたか）をできる限り定量的に把握する。効果の将来予測を行う場合は、租税特別措置等が

新設されない場合、拡充又は延長されない場合に予想される状況についても説明する。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合は、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による様々な波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明ら

かにするよう努める。 

また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

租税特別措置等の拡充又は延長を要望しようとする場合において、それまでの間に効果が上がっていないと考えられ

る場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

 (2) 事後評価 

  ア 分析対象期間 

    事後評価の分析対象期間としては、３年から５年を一応の目安として、個別の事例に応じた適切な期間を設定する。 
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  イ 租税特別措置等の必要性等 

(ⅰ)租税特別措置等により実現しようとする政策目的 

租税特別措置等によって実現しようとする政策目的が何かを説明する。政策目的の説明に併せ、当該政策目的がど

のような根拠（法律、政令、閣議決定等）に基づくものであるかを明らかにすることにより、当該政策目的が優先度

や緊要性の高いものとして位置付けられているかを説明する。 

また、あらかじめ明示された政策体系におけるその政策目的の位置付けを明らかにする。 

 

   (ⅱ)租税特別措置等により達成しようとする目標 

上記(ⅰ)の政策目的の下、租税特別措置等によって達成しようとする具体的な目標が何かを説明するとともに、当

該目標の測定指標を設定する。その際、政策目的に対し、達成しようとする目標の実現がどのように寄与するかも説

明する。 

 

  ウ 租税特別措置等の有効性等 

    租税特別措置等に係る政策の事後評価においては、租税特別措置等の適用数や適用額、減収額及び効果を把握すると

ともに、税収減を是認するような効果が確認されるかを説明する。減収額等の定量的データについては、算定根拠を明

らかにする。 

    租税特別措置等の適用数、適用額及び減収額については、租特透明化法及び地方税法に基づき把握される適用実態等

に関する情報を分析するほか、その他の種々の情報も用いて把握する。 

租税特別措置等による効果については、直接的効果とともに、租税特別措置等により実現しようとする政策目的がど

のように達成されたかをできる限り定量的に把握する。その際、上記イ(ⅱ)の目標の実現状況を明らかにするとともに、

所期の目標が既に達成されていないかを説明する。また、適用数が想定外に僅少であったり、想定外に特定の者に偏っ

ていないかを具体的に説明する。 

効果の把握においては、租税特別措置等による波及効果についても、データの精度や客観性に留意しつつ明らかにす

るよう努める。 
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また、効果の発現状況が地域ごとに異なる場合は、できる限り地域ごとのデータを把握するよう努める。 

事後評価において、効果が上がっていないと考えられる場合は、その要因を分析する。 

 

  エ 租税特別措置等の相当性 

    政策目的の実現のための手段として、補助金等や規制など様々なものがある中で、租税特別措置等の手段をとること

が必要であり、適切であるかを説明する。 

また、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等がある場合には、適切かつ明確に役割分担がなされているか

を説明する。 

地方税に係る租税特別措置等（国税に連動して地方税にも影響がある場合を含む。）については、地方公共団体が政

策目的の実現に協力することが相当であるかについても説明する。 

 

  オ 評価結果の反映の方向性 

    事後評価の結果を、評価の対象とした租税特別措置等の在り方にどのように反映させるかを説明する。 

 

５ 評価の実施時期等 

(1) 事前評価 

事前評価は、各行政機関における租税特別措置等の要望に際して、評価によって得られる情報が有用なものとして用い

られるよう適切なタイミングで実施することが原則である。ただし、要望の段階で、要望の内容を具体化することが困難

な場合には、要望後の適切なタイミングで評価の結果を公表する。各行政機関においては、要望の着想から決定に至る一

連の過程の中で、できる限り早期に評価を開始するよう努めるべきである。 

 

 (2) 事後評価 

事後評価は、その結果が、各行政機関における租税特別措置等についての検討作業や税制改正作業において有効に活用

されるよう、原則として毎年８月末までの適切なタイミングで実施する。 
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また、租税特別措置等については、定期的にその効果等の検証が行われることが重要であり、事後評価を継続的に実施

していく必要がある。事後評価のサイクルとしては、政策評価に関する基本計画の期間を踏まえ、３年から５年に１回は

評価を行うことを原則とする。各行政機関においては、事後評価を実施しない年度においても、不断の検証を行うよう努

める。 

その際、期限の定めのない措置や 10 年以上にわたって存続している措置から順に事後評価に取り組むなど、評価の必

要性の高いものから計画的に評価に取り組む。 

なお、既存の租税特別措置等の拡充又は延長の要望に際して事前評価を実施した場合は、事後評価の要素を含んでいる

ことから、改めて事後評価を実施することは要しない。 

 

６ 総務省による客観性担保評価活動 

  総務省行政評価局は、各行政機関が実施した政策評価の結果を対象として、その客観性及び厳格性についての点検を実施

する。点検結果については、毎年度の税制改正作業に対し、適時に提供する。 

 

７ その他 

 (1) 有識者の見解 

    租税特別措置等に係る政策評価の内容について、審議会での検討結果や有識者の見解がある場合、これらを評価書に記

載する。 

 

 (2) 適用実態に関する情報の提供等 

    各行政機関、財務省及び総務省は、政策評価に必要な租税特別措置等の適用実態に関する情報の提供・利用については、

租特透明化法及び地方税法の枠組みの下、適切に対応する。 

 

 (3) 分析内容の充実 

    今後新たに取り組んでいくことになる租税特別措置等に係る政策評価については、一層の質の向上を図っていくことが
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重要である。このため、総務省行政評価局において、財務省や総務省、各行政機関の協力を得て、必要な取組を推進する。

また、各行政機関においても、自らの評価の質の充実を図っていくことが重要である。 

-543-




